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（第３０号議案） 

 

 

中野区印鑑条例新旧対照表 

改正案 現行 

目次 （略） 目次 （略） 

第１章 （略） 第１章 （略） 

第２章 印鑑の登録 第２章 印鑑の登録 

第３条～第６条 （略） 第３条～第６条 （略） 

（登録印鑑の制限） （登録印鑑の制限） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 区長は、前項第１号の規定にかかわらず、外国

人住民（法第３０条の４５に規定する外国人住民

をいう。以下同じ。）のうち住民票の備考欄に氏

名の片仮名表記が記録されている者が当該氏名

の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもの

で表されている印鑑により登録を受けようとす

る場合は、当該印鑑の登録をすることができる。 

２ 区長は、前項第１号及び第２号の規定にかかわ

らず、外国人住民（法第３０条の４５に規定する

外国人住民をいう。以下同じ。）のうち非漢字圏

の外国人住民が住民票の備考欄に記録されてい

る氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせ

たもので表されている印鑑により登録を受けよ

うとする場合は、当該印鑑の登録をすることがで

きる。 

（印鑑登録原票） （印鑑登録原票） 

第８条 区長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる

事項を登録する。 

第８条 区長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる

事項を登録する。 

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 

⑺ 外国人住民のうち住民票の備考欄に氏名の

片仮名表記が記録されている者が当該氏名の

片仮名表記又はその一部を組み合わせたもの

で表されている印鑑により登録を受ける場合

にあつては、当該氏名の片仮名表記 

⑺ 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が

住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮

名表記又はその一部を組み合わせたもので表

されている印鑑により登録を受ける場合にあ

つては、当該氏名の片仮名表記 

第９条～第１６条 （略） 第９条～第１６条 （略） 

第３章 印鑑登録の証明 第３章 印鑑登録の証明 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

（印鑑登録証明の申請） （印鑑登録証明の申請） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 



 

３ 第１項の規定にかかわらず、多機能端末機（中

野区の電子計算組織と電気通信回線により接続

された端末機で、住民票の写し、印鑑登録証明書、

戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書、

戸籍の附票の写し、課税証明書又は納税証明書を

自動的に交付し、又はその交付を申請する機能を

有するものをいう。）において、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第

７項に規定する個人番号カードを利用すること

により、印鑑登録の証明の申請をすることができ

る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、多機能端末機（中

野区の電子計算組織と電気通信回線により接続

された民間事業者が設置する端末機で、住民票の

写し及び印鑑登録証明書を自動的に交付する機

能を有するものをいう。）において、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２

条第７項に規定する個人番号カードを利用する

ことにより、印鑑登録の証明の申請をすることが

できる。 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

第４章 （略） 第４章 （略） 

付 則 （略） 付 則 （略） 

  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 


